
定年後のお金 畠中雅子（高齢期のお金を考える会） 

 

 

64歳 11カ月で退職する場合、退職事由が自己都合ではなく定年退職の 

抜いになっていることが重要です。これは基本手当の支給要件を有利に 

し、退職金の査定にも影響するためです。 

 

 

 

 

基本手当日額の計算 

賃金日額＝被保険者期間の最後の 6カ月問の賃金÷180 

基本手当日額＝賃金日額×給付率 

支給合計額の計算 

支給合計額＝基本手当日額×給付日数 

 



 

在職老齢年金とは、60歳以降、厚生年金に加入して働きな 

がら年金を受け取る場合、給与相当額と年金月額の合計 

が一定ラインを超えると年金が減額されるしくみです。 

 

 

厚生年金の特例 44年---短卒以上で就職した人は 65歳までに 44歳に達しないので対象外。 

 

 

81歳より長生きすれば、結果的に繰り下げた方が有利です。 

 



 

 

 

専業主婦のパート収入 

◎103万円を超えると、被扶養者が所得税・住民税の課税対象に！ 

◎130万円以上になると、被扶養者が社会保険料を負担！ 

◎141万円以上になると、世帯主の税金控除なし！ 

 



 

 

 

 

 

 

 



家族の被扶養者になる場合 

 

 保険料だけ考えれば、自己負担のない「家族の被扶養者になる」が最 

もお得です。ただし、被扶養者になるには年収 180万円未満（60歳未 

満は 130万円未満）という条件があるので、受け取る年金額や雇用保 

険の基本手当を年額換算して、基準年収未満になる人しか被扶養者にな 

ることはできません。 

 

 

 

 

 



 

一番下の黒潰れは、サ高住。 

 

 



 

 

 

 

NISA はハイリスク・ ハイリターン 

 投資で得た利益には 20％課税されるのが原則ですが、どんなに利益を 

あげても非課税なのがNISA（少額投資非課税制度）の魅力です。そ 

れなら NISAが有利かというと、そうとも言えないのです。 

 NISAと課税口座を比較すると、利益が出たときにお得なのは NISA、 

損失が出たときにお得なのは課税口座です。投資で損失を出し 

た場合、課税口座なら税の特例（救済措置）がありますが、NISAに 

はありません（133ページ参照）。 

損益通算、損失の繰り越しができない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


